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Ⅰ　はじめに

　現在多くの日本企業は、京都議定書に基づく温室効果ガス削減の数値目標を始め、わが国や欧米

で現在施行中あるいは将来施行予定のさまざまな環境法規制やこれに基づいた自社独自の環境基準

に対応するために、従来の経営管理での利益追求活動に並行して、環境経営管理での環境保全活動

にも積極的に取り組んでいる1。ただし、環境保全活動は、短期的というよりもむしろ、中・長期的

に行うことによって、はじめてより良い成果が現れる。すなわち、エコ・ファンドあるいは社会的

責任投資ファンド（SRIファンド）への優先的な投資機会の獲得や、企業の評判（corporate reputation）

が高まることによる業績の向上等である2。

　したがって、環境保全活動を継続的かつ効果的に行っていくためには、その企業の内部者である

トップ・ミドル・ロワーの各マネジメント層や一般従業員のワーカー層は、自社で行っている環境

経営管理の結果（つまり環境経営業績）を定期的に評価し、管理することが必要になってくる。そ

こで、こうした内部管理を支援するためのツールとしては、欧米のような内部環境会計を導入して
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1 環境保全活動とは、企業活動から生じる環境負荷物質の発生の防止、発生の抑制、影響の除去、発生した被
害の回復またはこれに資する取り組みであると定義する（環境省『環境会計ガイドライン（2005年版）』2005
年、2頁）。

2 櫻井通晴「コーポレート・レピュテーションとは何かーブランドとの違いとフレームワーク」『企業会計』
Vol.56、No.12（2004年）、4 -13頁。



いくことが重要になろう3。しかし、日本企業における環境会計の取り組みは、環境省が⚑⚙⚙⚙年に公

表した『環境保全コストの把握及び公表に関するガイドライン－中間取りまとめ－』を契機に4、環

境報告書内での情報開示、つまり外部環境会計が中心に展開されていることから5、内部管理への利

用はいまだ十分に機能しているとはいえない6。

　また、こうした環境会計の導入企業が、自社の環境経営の状況を随時把握したり、先ほど述べた

ファンドにかかわる投資家等に対してIR（Investor Relations）のように情報提供を行っていくため

には、組織内に散在している環境会計データを効率的に収集・管理できる環境会計情報システム

（Environmental Accounting Information System：EAIS）の導入が重要になる。現時点において、

EAISに関する研究は、特に欧州や日本において、そのシステムの役割や形態に関する検討や、ケー

ススタディあるいは現状分析が行われているが、今後導入すべきモデルやその構築方法については

十分に議論されていない。

　そこで、本稿では、まず、組織内の環境経営管理を有効的に機能させ、また企業内外への情報提

供を効率的に行うことができるEAISの特長とそのモデルについて、既存の情報システムとの関係

を考慮しながら考察する。次に、欧州や日本の企業に導入されているシステムを比較分析し、その

特徴や最初に述べたEAISモデルを実践的に実現するための検討すべき点を明らかにする。そして

最後に、これまでの議論と現在あるいは将来における環境法規制や環境保全事業の動向に配慮しな

がら、今後両国の企業において導入すべきEAISモデルを検討していきたい。
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3 これについては、ベネット＝ジェームス（Benent, M., and James, P.）やシャルティガー（Schaltegger, S.）
も、企業外部の情報利用者の情報要求を満たす環境会計情報を提供するためには、まず内部管理目的のため
の環境会計データが必要であることを述べている（Benent, M., and  James, P., The Green Bottom Line：
Environmental Accounting for Management Currents Practice and Future Trends, Greenleaf Publishng, 

1998, pp.32-33（國部克彦 監修、海野みずえ 訳『緑の利益　環境管理会計の展開』産業環境管理協会、⚒⚐⚐⚐
年、⚓⚒頁）．Schaltegger, S., and Burritt, R., Contemporary Environmental Accounting Issues, Concepts and 
Practice, Greenleaf Publishing　2000, pp.31-36.）。

4 環境省『環境保全コストの把握及び公表に関するガイドラインー中間取りまとめー』⚑⚙⚙⚙年。
⚕ 毎年公表されている環境省『環境にやさしい企業行動調査』によれば、各年度の環境会計導入企業数は次の
通りである。平成⚑⚒年度は⚓⚕⚖件（上場⚑,⚑⚗⚐件中⚒⚐⚒件、非上場⚑,⚕⚑⚙件中⚑⚕⚔件）、平成⚑⚓年度は⚔⚙⚒件（上場
⚑,⚒⚙⚑件中⚒⚙⚙件、非上場⚑,⚖⚐⚗件中⚑⚙⚓件）、平成⚑⚔年度は⚕⚗⚓件（上場⚑,⚓⚒⚓件中⚓⚕⚕件、非上場⚑,⚖⚔⚔件中⚒⚑⚘
件）、平成⚑⚕年度は⚖⚖⚑件（上場⚑,⚒⚓⚔件中⚓⚙⚓件、非上場⚑,⚕⚖⚑件中⚒⚖⚘件）、平成⚑⚖年度は⚗⚑⚒件（上場⚑,⚑⚒⚗件中
⚔⚖⚑件、非上場⚑,⚓⚙⚗件中⚒⚙⚖件）、平成⚑⚗年度は⚗⚙⚐社（上場⚑,⚒⚑⚓社中⚔⚕⚕社、非上場⚑,⚔⚗⚘社中⚓⚓⚕社）である。

⚖ 環境省の調査によれば、環境会計を内部目的に利用している企業は、次のような結果になっている（環境省
『環境にやさしい企業行動調査（平成⚑⚗年度調査結果）』⚒⚐⚐⚖年、⚘⚐頁）。なお、この調査は⚙項目に基づいて
行われているが、内部目的のみの項目についてあげていけば、①環境保全対策支出額管理、②環境保全投資
効果分析、③予算の策定、④費用対効果分析、⑤環境担当役員等への報告、⑥従業員等の研究・教育がある。
そこで、この結果は、平成⚑⚖年度では上場・非上場企業⚗⚑⚒社中、①⚒⚖⚖社、②⚑⚕⚘社、③⚑⚔⚒社、④⚓⚗⚑社、
⑤⚓⚒⚖社、⑥⚒⚒⚐社であり、平成⚑⚗年度では⚗⚙⚐社中、①⚒⚘⚔社、②⚑⚔⚖社、③⚑⚔⚘社、④⚓⚖⚖社、⑤⚓⚔⚓社、⑥⚒⚓⚗
社になっている。
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Ⅱ　環境会計情報システムの特長

　企業における環境経営では、当該企業の内部者が、組織の規模や業種特性、業務に関連する環境

法規制、同業他社の環境保全事業の現状、環境配慮の製品やサービスの市場動向等を考慮に入れな

がら、国際標準化機構の環境マネジメントシステム規格（ISO14001）に基づく環境保全活動を行っ

ている7。こうした取り組みは、中・長期的に行っていくことにより、環境経営や従来の経営業務の

両プロセスの業績を同時に高めていくことができる。すなわち、環境経営による成果は、単にその

プロセスにおける環境負荷物質削減量（環境保全効果）や環境コスト削減および有価物販売益（経

済効果）として現れるだけではなく、環境配慮型製品の生産や販売等が高まるために企業利益にも

プラスの効果をもたらす、ということである。

　そこで、こうした企業の内部者が、自社の環境経営の業績を分析し、評価していくためには、その

評価対象と同じ範囲の経営業務プロセスで発生する環境負荷物質や、その削減・抑制等に要する環境

コスト、そして先ほど述べた環境保全効果と経済効果から構成される、目標値（予算数値）や実績値の

⚒種類の環境会計データが必要になる。ここで重要なのは、発生した環境負荷物質に対する各プロセ

スの具体的な対応やその管理に伴う環境コストの発生源を明確につかむことである。そのために

は、たとえば図⚑のように、ポーター（Porter, M.）のバリューチェーン（value chain）の概念に基

づいて8、環境経営プロセスの環境マージン（環境保全効果と経済効果）を創出する環境バリュー

チェーン（environmental value chain）を明らかにし、そのチェーン内の環境保全活動をプロセスごとに

分類していく方法が考えられる。 

7 日本規格協会の調査によれば、ISO14001の審査登録件数は⚒⚑,⚑⚑⚖件（平成⚑⚘年⚙月末現在）であり、現在で
も右肩上がりに上昇している（日本規格協会（http://www.jsa.or.jp/））。

8 Porter, M. E., Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, 

1985, pp.33-39（土岐坤・中辻萬次・小野寺武夫 訳『競争優位の戦略－いかに高業績を持続させるか－』ダイ
ヤモンド社、⚑⚙⚘⚕年、⚔⚕-⚕⚑頁）．なお、図⚑の主活動とは価値創造に直接的に関与する活動であり、その活
動に間接的に関与する活動が支援活動である。

図⚑　環境バリューチェーン内での環境保全活動の具体例



　このように、環境保全活動は、図⚑のように環境バリューチェーン内で詳細に分類することがで

きる。企業内部者は、各活動ごとに、物量と貨幣の両データを個別に集計し、チェーン全体（あるい

は各プロセス）の事業成果を効率的かつリアルタイムに分析し、評価していく。こうした取り組み

を支援する情報システムがEAISであり、このシステムは、図⚒のような物量と貨幣のデータベー

スを基盤とする。すなわち、経営業務の各プロセスに投入し、産出される物質・エネルギーと環境

負荷物質、そして、環境保全活動による物量的成果である環境保全効果が集計できる物量データ

ベースと、環境保全活動に要した環境コストとその活動による貨幣的成果である経済効果が集計で

きる貨幣データベースである。また、先ほど述べた企業内部者が、特定の機械設備で使用した物

質・エネルギーや発生した二酸化炭素（CO2）とこれらの削減にかかった環境コストの分析等、物

量データにかかわる貨幣データを容易に取り出し、さまざまな視点から分析・評価できるようにす

るためには、図⚒に示したように、物量と貨幣の両データベースの経済活動（A活動）に付随する同

じ種類の環境保全活動項目（a活動）をリンクさせることが必要になる。
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図2　環境バリューチェーンに基づいた環境会計データベースモデル
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　図⚒の物量・貨幣のデータベースを基盤とするEAISは、図⚓に示したように、自社の環境経営

の管理計画およびその実施結果を、目標値（予算数値）や実績値の物量および貨幣の両データとし

て各事業所等のPCから直接取り込み、これを内部利用者や外部利用者の情報ニーズに応じた形で

情報提供していく。このように、EAISは、既存の情報システムを補完するための環境マネジメン

ト機能を有するシステムとして位置づけられる。また、企業によっては、会計情報システムや管理

情報システムといった既存の情報システムでも環境会計データを収集している場合がある。そこ

で、こうしたデータをEAISで管理していくためには、たとえば、図⚒の物量データベースに示した

「経済活動（A活動）」と既存の情報システムにおけるデータベース内の同じ活動をコードを通じて

連携させる方法や、物量・貨幣の両データベース内に労働時間や機械運転時間等の環境保全寄与率

を用いたインターフェイスを設定し、連携させる方法が考えられる。

 

環境方針

計画見直し行為

実施及び運用点検及び是正

図3　環境会計情報システムと既存の情報システムとの関係



Ⅲ　欧州と日本における環境会計情報システムの特徴

　現在EAISに関する研究実績は各国において決して多くないが、なかでも欧州では、EAISに関す

るモデルの分析やケーススタディが行われている9。一方、日本でも、欧州と同じようなモデル分析

を始め10、アンケート・ヒアリング調査等の現状分析が行われている11。そこで、こうした両国の分

析や調査の結果を、新たに情報システムを導入するために考慮すべき点に基づいて整理すれば12、

両国のシステムの特徴は、次のように示すことができる。
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表1　欧州と日本の環境会計情報システムの特徴

Busch,T.,S.Beucker.,and A.Müller., “Computer Aided Resource Efficiency Accounting”
Güther,E.,S.Kaulich.,“Measuring Environmetal Performance with EPM-KOMPAS Software Tool-Material Flow 
Analysis,Evironmental Assessment and Success Control”
Lang-Koetz,C.,T.Loew.,S.Beucker.,M.Steinfeldt.,U.Horstmann.,and T.Sieghart., “Environmental Accounting 
Instruments:Implementation &Continuous Use-Concepts for the Application of Input-Output Balance,Environmental
Performance Indicators and Flow Cost Accounting”

Material Flow 
Management 2005

Rikhardsson P M “Information Systems for Corporate Environmental Management Accounting and Performance 
Measurement”1999

2002
Scheide,W .,G.Dold.,and S.Enzler., “Efficiency Eco-Management Using ECO-Integral How to Save Costs and Natural 
Resources at the Same Time ”
nformation Systems for Corporate Environmental Management Accounting and Performance Measurement”
Jügens,G. “Material Flow Management Based on Production Data from ERP Systems”
Rikhardsson, P.M. and L.VedsØ,“The Danish Environmental Management Accounting Project: An Environmental 
Management Accounting Framework and Possible Integration into Corporation Information Systems”
2003

Heupel,T.,and N.W endisch.,“Green Success Process-based Environmental Cost Accounting Implementation in SME’s
in Germany”

2005
Lang,C,D.Heubach.,and T.Loew.,“Using Software Systems to Support Environmental Accounting Instruments”
Pohjola,T., “Applications of An Environmental Modelling System in the Graphics Industry and Road Haulage Services”
W endisch,N.,and T,Heupel.,“Implementing Environmental Cost Accounting in Small and Medium-Sized Companies”

EMAN-EUROPE
2002 2005

Rikhardsson P M “Corporate Environmental Management and Information Technology”Eco-Management and 

Sustainable Measures

Auditing 2001

Rikhardsson

”

年

年

年年
年

年

年

年

9 欧州における環境会計情報システムの研究については次の文献を参考にした。

　
10 山田英二「環境会計情報システムの構築について」『環境管理』Vol.35、No.12（⚑⚙⚙⚙）。
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１．欧州のシステムの特徴

　欧州では、EAISは後述する評価対象実体あるいはその環境担当部署に導入されている。システム化

については、各企業によって、ERP（Enterprise Resource Planning）やSAP/R3により構築された

環境情報システムの⚑モジュールとして機能しているケースや、表計算やデータベースのソフトウェア

により構築された環境情報システムのサブシステムや環境会計単独のシステムとして機能している

ケース等、さまざまな方法で行われている。しかし、これらのシステムはともに、自社内の環境会

計データの効率的な収集・管理、管理対象になっているプロセスの環境会計データの質や可視性の

向上、経営上の意思決定に対する効率的な情報提供という導入目的は共通している。

　このシステムは、特定実体を管理対象にしたエコバランスベースの内部管理システムとして機能

している。すなわち、ある事業所や工場の製造活動などといった特定実体の主活動を評価対象実体

とし、そこで消費される資材・エネルギーと産出される製品や環境負荷物質、そして、これら投入

物・産出物にかかわる環境コストを分析・管理して、企業利益と環境保全効果および経済効果を同

時に達成するためのEAISである。そこで、たとえば、ある製造プロセスに特化したEAISのデータ

ベースモデル（ERPやSAP/R3による環境情報システムであれば⚑モジュール）を概念的に示せば、

図⚔のように表わされる。

⚑⚑ 現状分析については、筆者が⚒⚐⚐⚔年度に行ったアンケート調査に基づいて日本の環境会計情報システムの特
徴について検討している。その調査の概要は次のとおりである。まず、調査対象企業は⚒⚐⚐⚓年度環境会計調
査の環境会計導入企業⚑⚗⚗社中⚗⚕社のうち環境会計情報システム導入企業⚖⚕社、調査方法は単純集計法、そし
て、調査内容は脚注⚑⚒で述べている⚔つの視点に基づいた⚓つの項目、つまり①環境会計情報システムの導
入状況とその目的、②環境会計情報システムの形態、③環境会計情報システムの問題点と今後の改善点であ
る。なお、これまでの調査結果を整理した文献については次を参照されたい。拙稿「日本企業における環境
会計情報システムの現状と展開の方向性」『横浜国際社会科学研究（横浜国立大学）』第⚘巻第⚕号（⚒⚐⚐⚔年）。

⚑⚒ ここでは、欧州と日本におけるEAISモデルの特徴を明らかにするために、新たな情報システムを導入する
ための⚔つの点にしぼっていきたい。それは、情報システム化の理由となる「情報システムの導入目的」、
EAISの特長を明らかにする「既存の情報システムとの関係」、既存の情報システムの違いを明らかにする「評
価対象となる業務プロセス」と「評価項目（収集・管理すべき環境会計データの内容）」、という⚔点である。　
その他に、集中型あるいは分散型で構築すべきかという技術的な点もあるが、これについては、各企業が、
自社の規模や業種特性による環境保全活動の対象範囲やその内容の程度に応じて、組織内にどのようにシス
テムを位置づけていくかで決定されるために、一概に選択することはできないと考えられる。そのために、
ここでは、この点については取り上げないことにする。

図4　欧州企業における環境会計情報システムのデータベースモデル



　図⚔において、このシステムは、各事業所等のPCや既存の情報システム（会計情報システム、管

理情報システム、SAPR/3・ERP（モジュール化されていない場合）など）とネットワークによる自動

連携を図り、項目ごとに設定されたコードを通じて物量データとこれに関わる貨幣データを取り込

み、これらを内部利用者に対して情報提供していく仕組みになっている。このように、欧州のシス

テムは、特定実体の経営業務プロセスの内部管理や内部利用者への報告を目的としたインプット・

アウトプット分析・管理ベースシステムとなっている。

　

２．日本のシステムの特徴

　日本におけるEAISは、主として本社（あるいは事業所）の環境担当部署に導入されているケース

が多い13。システム化の方法としては、欧州のようにERPやSAP R/3を利用している企業もあるが、

その導入コストやメンテナンスコストが多額であるために、表計算ソフトウェアを用いた個別シス

テムとして構築している企業が多い。こうしたEAISは、連結・グループ実体による環境経営管理

（製品製造プロセスやその支援プロセスに関わる環境保全活動）の結果を環境会計データとして効

率的かつリアルタイムに収集し、管理することを目的としている。

　また、このシステムは、当初の予定では内部管理と外部報告の両目的を想定していたが、現在で

は主として、外部報告用のデータを収集するためのツールとして利用している企業が多い⚑⚔。それ

は、図⚕のように、経営業務プロセスで発生した環境負荷物質とその削減・抑制等に要した環境保

全コスト、そして、その成果である環境保全効果および経済効果、といった物量・貨幣データから

構成された環境省環境会計ガイドラインに基づいてデータベースを構築しているからである⚑⚕。

　このシステムは、各事業所のPCや会計情報システムと連携しているが、その方法は、欧州のよう

にネットワークによる自動連携ではなく、手作業による連携をとっている⚑⚖。そして、こうした連

携により、同ガイドラインに基づく環境会計データ項目ごとに設定されたコードを通じて、外部利

用者への情報提供（説明責任）に必要なデータを取り込んでいる。このように、日本のシステムは、

経営業務プロセスからの産出物やその管理結果をデータとして収集し、外部利用者に報告するアウ

トプット分析・報告ベースシステムとして機能していることから、欧州のインプット・アウトプッ

ト分析・管理ベースシステムとは大きく異なるモデルであるといえる。
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13 脚注⚑⚑で示したアンケート調査の結果では、環境担当部署のほかに、経理担当部署（⚒社）やすべての部署
（⚓社）というケースも存在する。

⚑⚔ なお、脚注⚑⚑で示したアンケート調査の結果のうち、⚒⚐⚐⚔年度に行った結果をみると、⚖⚕社中設備投資が⚒⚕
社、予算管理が⚑⚓社、業績評価が⚑⚐社、原価管理が⚘社、製品開発・設計が⚗社、ライフサイクル管理が⚕
社となっていることから、わずかであるが内部管理に利用している企業も存在している。

⚑⚕ 環境会計ガイドラインは、そのコストの分類項目として事業エリア内コスト、上・下流コスト、管理活動コ
スト、研究開発コスト、社会活動コスト、環境損傷対応コスト、その他コストを設けている（環境省『環境
会計ガイドライン⚒⚐⚐⚕年版』⚒⚐⚐⚕年）。図⚕は、事業エリア内コストに特化したモデルを示している。

⚑⚖ 手作業による連携とは、欧州のようなLANやWAN等のネットワークによる連携ではなく、プリントアウト
したデータを再度手入力する等といった人手を介した連携を意味する。
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３．両国のモデル分析

　これまでの議論から明らかなように、両国のEAISは、既存の情報システムとは個別に機能して

いるが、それぞれ異なるタイプのシステムが導入されている。そこで、両国のシステムを図⚒の

データベースを基盤としたシステムとして実現していく際には、本来備わっていない機能に加え

て、両国のシステムが有する固有の機能をそれぞれ考慮していくことが必要になってくる。それ

は、表⚒のように整理することができる。

　表⚒において、両システムの共通点としては、「各プロセスにおける業績評価」という点である。

現在両国のシステムは、物量や実績の両データともに実績値のみで構成されたデータベースである

ことから、今後より有効的に業績評価を行っていくためには、データベース内に環境経営計画値に

基づいた目標値あるいは予算数値を別項目として設定していくことが必要になろう。その他に、欧

州のシステムには、サービス業への適用可能性、評価対象実体や支援活動そしてこれらと同じ範囲

の環境経営プロセスの環境面の評価、日本の環境会計ガイドライン形式に基づいた外部報告への展

開、また、日本のシステムには、環境経営の評価対象実体と同じ範囲である従来の経営業務プロセ

スのインパクト評価、ネットワークによる自動連携の整備、欧州のような投入・産出項目を設けた

プロセス指向のデータベース化とそれに基づく内部管理への展開、という点が存在する。

図5　日本企業における環境会計情報システムのデータベースモデル

表2　両国の環境会計情報システムの検討すべき点



　このように、表⚒から考えていくと、両国において、図⚒に基づく図⚓のEAISを実践的に実現し

ていくためには、欧州モデルを基礎にした製造業やサービス業にも適用可能な環境経営業績管理モ

デルを構築し、内部管理や報告だけではなく、日本モデルを用いた外部報告用フォーマットにも容

易に変換（自動変換）できるように整備すべきであるといえよう。もちろん、各事業所等のPCや既

存の情報システムとはネットワークで連携し、データ収集を効率化していくべきである。こうして

考えていくと、日本のシステムは、欧州に比べてカスタマイズが必要になるために、各企業は、シ

ステム化へのコスト・ベネフィットを十分に考慮すべきであろう。

　ところで、現在では、欧州のWEEE（Waste Electrical and Electronic Equipment）指令およびRoHS

（Restriction of the use of the certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment）

指令や日本の循環型社会形成推進基本法などの環境法規制の施行17、ならびに製造業を中心とした

サプライチェーン（Supply Chain :  SC）の経済活動やバイオマス事業の取り組みが行われている。

こうした状況下において、両国の企業は、単に自社で統括できる領域から自社外も含めた領域、つ

まり製品ライフサイクルまでを環境経営の管理対象にしていくことが重要になってきている。しか

し、製品ライフサイクルを対象にした環境経営の運営および管理の方法については、これまでに欧

州や日本でも十分に明らかにされていない。したがって、両国では、表⚒に示した諸点も考慮に入

れながら、単独実体や連結・グループ実体だけではなく、こうした実体に関連する他の企業も管理

対象にしたEAISも検討していかなければならない。

　
Ⅳ　新たな環境会計情報システムの提案

１．製品ライフサイクル評価への適用可能性

　製品ライフサイクルを対象にした環境経営の運営および管理の方法については、まず、製品ライ

フサイクルの基点となる企業が、自社と関係するすべての企業から構成されるプロセス、つまり取

引先、製品メーカー、物流業、小売業といった従来のSCに、消費者・利用業者、廃棄・リサイク

ル業のプロセスを加えた環境サプライチェーン（Environmental Supply Chain：ESC）を明らかに

することが必要になってくる。なお、従来のSCにおいて、その取り組みの基点になる企業とは、
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⚑⚗  WEEE指令とは、販売業者、生産者などに対して、設計、分別回収、リサイクルの各段階で発生する廃電気・
電子機器の回収と後述する3Rを推し進める制度であり、RoHS指令とは、電気・電子製品の使用後の埋め立
てや焼却時で発生する環境負荷物質による影響を回避するために、従来の資材あるいは再生可能資材への有
害物質の混入を防止するための制度である。また、循環型社会形成推進基本法とは、企業（製品・販売メー
カー）が製品の購入から廃棄・リサイクルまでのライフサイクルに対して一定の責任を負う「拡大生産者責
任」を一般原則として盛り込んだ法律である。この法律は、廃棄物の最終処分量を削減するための発生抑制
（Reduce）、使用済み製品をそのまま使用するための再利用化（Reuse）、使用済みの製品を原材料として使
用するための再資源化（Recycle）といった3Rを規定している。これら法規制は、主として廃棄物を対称にし
ているが、ここでは、製品ライフサイクルを対象とした環境経営を想定するために、CO2や廃水等といった
他の環境負荷物質も管理対象にして考えていきたい。



39　

コンピュータ直販メーカーのデルを始め⚑⚘、日用雑貨大手メーカーのP&GやJ&Jにおいても⚑⚙、

メーカー自身である⚒⚐。したがって、こうした点から考えれば、ESCにおいても製品メーカーが中

心となって行われることになると考えられる。

　こうして製品メーカーは、図⚖に示したように、図⚑のプロセスからなる個別企業だけではなく、

企業間における環境保全効果や経済効果といった環境マージンを向上させることに着目した環境サ

プライチェーン・マネジメント（Environmental Supply Chain Management: ESCM）を行っていくこと

になる。もちろん、こうした取り組みは、結果としてサプライチェーン・マネジメント（Supply Chain 

Management: SCM）の目的にもより良い結果を与えることが重要である。

　図⚖において、SCMでは、その目的を達成するために、各プロセスに流れるマテリアル、マ

ネー、これらを含む情報の⚓つのフローを管理対象とし、なかでも情報フローの管理が最も重要視

される。そのために、製品メーカーは、このフローを効率的に管理するために、SC全体の総合的お

よび広範囲な計画を立案する計画系システム（SCP（Supply Chain Planning）やAPS（Advanced 

Planning＆Scheduling））と、立案された計画を実行および管理する実行系システム（ERPやMES

（Manufacturing Execution System））から構成されるSCMシステムを導入している。

　一方、ESCMの場合には、先に述べたSCMのケースに基づいて検討すれば、環境負荷物質、環境

コスト、これらを含む環境情報の⚓つのフローが管理対象になり、これらの中で環境情報フローの

管理が重要になってくる。しかし、製品メーカーには、環境情報フローのなかでも重要視される環

境会計データを収集し、情報提供していくためのシステムは存在していない。そのために、SCM

⚑⚘ 戸川尚樹「激化するパソコン･メーカーのサプライチェーン競争」『日経コンピュータ』⚑⚙⚙⚘年、⚑⚕⚘ -⚑⚕⚙頁。
19 水野裕司・桑田冨美・川合治子・金子憲治「『一気通貫』経営―消費不振に克つ新しい製販統合─」『日経ビ
ジネス』No.930（⚑⚙⚙⚘年）、⚒⚙頁。福島美明『サプライチェーン経営革命─製造・物流・販売を貫く最強シス
テム─』日本経済新聞社、⚑⚙⚙⚘年、⚑⚕ -⚑⚘頁。

⚒⚐  SCMはどこが主導するかという問題に対して、鷲尾によれば、わが国のSCMを主導するタイプについて、①
大手メーカー主導型、②大手小売業主導型、③大手商社主導型、④大手メーカー・大手小売業パートナー
シップ型、⑤大手メーカー・大手商社パートナーシップ型、⑥上記の混合型に分類している（鷲尾紀吉『現代
流通の潮流』同友館、⚑⚙⚙⚙年、⚕⚘－⚕⚙頁）。現在では、欧米のモデルに倣って導入したNECやアサヒビール等
のように①のタイプが多い。したがって、本稿では、SCMをSCの基点企業となる製品メーカーが、顧客
ニーズに迅速に対応するために、効果的かつ効率的に運営し、管理する経営管理手法として考えていく。

図⚖　サプライチェーン・マネジメントと環境サプライチェーン・マネジメントの関係図



システムとは別に、図⚒のモデルをESCMを構成するプロセスまで拡張したデータベースを基盤と

するサプライチェーン環境会計情報システム（Supply Chain Environmental Accounting Information 

System: SCEAIS）の構築が必要不可欠になると考えられる。そこで、SCEAISとSCMシステムと

の関係について図⚓を用いて示せば、図⚗のように表わすことができる。

　このように、SCEAISは、SCMシステムには備わっていないESCの業績管理機能を有する。す

なわち、SCMシステムを補完するための環境マネジメント機能を有するシステムとして位置づけ

られる。もちろん、SCMシステム内にもいくつかの環境会計データが把握されているために、こ

のデータをSCEAISに取り込んで管理する場合には、図⚓のところで述べたように、SCMシステム

と同じ活動コードでの連携や、SCEAISに従業員の労働時間や機械運転時間の環境保全寄与率のイ

ンターフェイスの整備が必要になることはいうまでもない。したがって、SCEAISの欧州や日本の

企業への展開については、以上の議論と前に述べた表⚒の諸点を考慮に入れることにより可能にな

ると考えられる。また、図⚗のような個別システムではなく、欧州のようなERPやSAP R/3のなか

でESCの業績管理を行っていく場合は、こうした機能を有する新たなモジュールを構築し、また他

のモジュールと連携を図っていくことが必要になると考えられる。

２．地域のバイオマス政策・事業評価への適用可能性

　現在、欧米や日本では、地方自治体あるいは私営および公営の事業者などが中心となり、さまざ
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図7　サプライチェーン・マネジメントシステムとサプライチェーン環境会計情報システムの関係図
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まな形でバイオマス事業が行われている。とりわけ、日本では、⚒⚐⚐⚒年⚑⚒月に『バイオマス・ニッ

ポン総合戦略』が閣議決定されて以降、バイオマス事業が、地球温暖化防止や循環型社会形成に大

きく貢献する取り組みとして注目され、現在は全国各地で展開されている⚒⚑。しかし、日本は『京都

議定書』の数値目標、つまり⚒⚐⚐⚘年から⚒⚐⚑⚒年の間に基準年（⚑⚙⚙⚐年）比でCO2排出量換算⚖％減を

達成することが難しい、という状況になっている。現在CO2排出量は約⚘％増になっており、こう

した数値目標を達成するためには、単に企業レベルで取り組むだけでは不可能に近い。そのため

に、バイオマス事業は、その地域の自治体や地域住民・NPO も巻き込んだ形で取り組む方法を検討

すべきことが必要になっている。

　バイオマス事業には、廃棄物系（食品廃棄物、建築廃材、下水汚泥、家畜排泄物等）、未利用系（間

伐材、稲わら、もみがら等）、資源作物（サトウキビ、トウモロコシ、ヒマワリ等）を利用したもの

がある⚒⚒。なかでも、周囲を森林に囲まれた地域内で発生する未利用の間伐材や支障木等を利用し、

電力や製品等を作り出し、販売する形態をなした林間型バイオマス事業は、CO2や枯渇資源の削減

に大きく寄与し、また、その地域の森林資源の保全や振興にも結びつく、という利点があるが、バ

イオマス資源の投入量不足による製品やエネルギー等の一定供給や事業それ自体の採算性に関する

問題も存在する。

　また、この事業は、現在注目されている資源作物を利用したバイオエタノール事業のように、そ

の事業に関わっているいくつかの私営の事業者のみが協働して事業展開しているのではなく、その

地域の自治体、事業者、地域住民・NPOが協働した事業形態をなして行われている。すなわち、林

間型バイオマス事業の主導者でもある自治体が、私営あるいは公営の事業者や地域住民・NPOの意

見を考慮に入れながらバイオマス政策を形成し、これに基づいて各事業者がSCのように連なって

行う事業形態である。なお、ここでは、バイオマス事業者がSCのように連なっている形態をバイオ

マスチェーン（Biomass Chain: BC）と称していく。そして事業後に、自治体は、その事業を経済面

（採算性）、環境面（環境影響）、社会面（地域・産業の振興）の視点から、企業利益、環境保全効果

および経済効果、社会的効果といった各種マージンの評価や政策の改善を行う。もちろん、こうし

た⚓つの側面からの事業評価については各事業者でも行う。また、地域住民･NPOはその政策や事

業に対して要望等を提案する。そこで、この⚓主体の関係について、バイオマス発電事業の事例を

用いて具体的に示せば、図⚘のように表わされる⚒⚓。

⚒⚑ バイオマス・ニッポンについては次のサイトを参照されたい。
　農林水産省：バイオマス・ニッポン（http://www.maff.go.jp/biomass/）。
⚒⚒ 日本のバイオマス事業に関しては次のサイトを参照されたい。
　バイオマス情報ヘッドクォーター（http://www.biomass-hq.jp/index.html）。
⚒⚓ 図⚘は、著者が参加しているプロジェクト『文部科学省　一般・産業廃棄物・バイオマスの複合処理・再資
源化プロジェクト』で検討している長野県飯田市を対象にしたモデルである。なお、木質バイオマス発電事
業は、現在同市において構想中であることから、図中の事業関係者⚓主体の協働体系や「事業者からなるバ
イオマス発電事業のチェーン」は、本プロジェクトで提案しているモデルである。



　図⚘において、バイオマス発電事業は、山林からの木材の搬出、製材所、製品加工から発生する

未利用の間伐材や支障木などをチップ業者でチップ化し、これを用いて発電施設で電気を生成し、

それを販売するプロセスになっている。なお、発電後発生する焼却灰については、他の企業で処理

することを想定している。したがって、こうした事業を通じて、廃棄物処理にも対応可能である。

各事業者は、常にこうしたBCを管理し、前に述べたマージンの状況を評価し、その結果を次年度以

降の事業計画設定に反映させる、という取り組みを継続して行っていく。また、自治体や地域住

民・NPOに対して意見・要望を提示したり、逆に提示されたものを今後の事業に生かしていく取り

組みも行う。自治体は、事業者の意見・要望を考慮に入れるとともに、地域住民・NPOの合意を得

ながら政策を形成していき、これに基づいてその事業を支援し、また事業者から提供された情報に

基づいて事業自体を評価して今後の政策改善を目指していく。そして、地域住民・NPOは、自治体

が作成する政策に提言をしたり、事業者への提案・要望や、事業者から提供された情報に基づいて

事業自体の進捗状況の把握・評価を行っていくと考えられる。

　そこで、こうしたBCを効果的かつ効率的に管理し、また、その結果を自治体、事業者、地域住

民・NPOに対して情報提供していくためには、前項で述べたSCEAISのモデルを用いたシステム構

築が必要になってくる。すなわち、図⚙に示した行政、事業者、NPO・地域住民の意思決定支援

ツールとして機能するバイオマスチェーン環境会計情報システム（Biomass Chain Environmental 
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図⚘　林間型バイオマス事業における自治体、事業者、地域住民・NPOの関係図
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Accounting Information System: BCEAIS）である。

　BCEAISは、事業の主導者である自治体内に導入される。ただし、構築対象がBCの事業であるた

めに、システム化については、先ほど述べたSCEAISと同じ方法を用いるにより、欧州や日本の自治

体あるいは企業にも実践的導入が可能であると考えられる。しかし、このシステムの基盤となる

データベースについては、BCの全プロセスの経済面、環境面、社会面を把握し、評価できるモデル

構築が求められる。そのために、単に環境経営管理プロセスだけではなく、バイオマス製品・サー

ビスの生産プロセスも構築対象にすることが必要とされる。すなわち、バイオマスフローに関わる

チェーン全体で消費したバイオマス量、発生した環境負荷物質量とこれに基づいて計算される環境

保全効果をLCA（Life Cycle Assessment）等で集計した物量データベース（インベントリデータベー

ス）と、バイオマスを用いた製品製造や発電生成等にかかった原価（バイオマス製品や副産物にか

かるコスト）や収益（販売益と逆有償や補助金による収入）が集計されるバイオマス製品・サービ

スデータベース、および環境・社会活動コスト（環境コスト、地域社会関連コスト）および経済効果

（年度ごとの環境コストや地域社会関連コストの削減額）のデータが集計される環境・社会経営

データベース、といった⚒種類の貨幣データベースである。また、この事業は、木材の樹齢（齢級）

によって森林の管理や間伐財の搬送などの作業にかかるエネルギー消費量やコストが変化すること

や、発電後に生じる焼却灰などの廃棄物の処理に要するエネルギーやコストも発生することから、

データベース構築には、これらの点も考慮に入れることが必要になる。そこで、BCのうち発電事

業プロセスのみのデータベースモデルを示せば、図⚑⚐のように表わすことができる。

図⚙　バイオマスチェーン環境会計情報システムの概念図



　図⚑⚐のモデルは、実際の事業活動結果（実績値）のみを収集するデータベースになっているが、た

とえば、活動ごとに「枯渇資源」と「バイオマス資源」の項目を設定してデータを集計すれば、前に

述べた⚓つの側面からより良い結果をもたらす資源の選択・決定ができる、というシミュレーション

を行うことができる。また、シミュレーション実施後に設定される事業計画値（目標値や予算数値）と

実績値を並列して把握し、そのギャップを評価することにより、毎期ごとの業績管理も可能になる。

　こうしたBCEAISについても、ある機械設備の使用に伴うエネルギーとコスト、あるいはCO2削

減にかかった環境コスト等、物量と貨幣の両データを用いたさまざまな分析・評価を容易にするた

めには、図⚑⚐に示したインベントリデータフォーマット内の各事業体の主活動および支援活動に、

他のフォーマット内に設定される経済活動と環境保全活動を設定し、⚓つのフォーマットを連携さ

せることが必要になる。また、森林管理政策に関わる間伐材量や廃棄物政策に関わる廃棄物量等の

データを参照・収集し、これらの政策に対するバイオマス事業のインパクトを評価するためには、

図⚓や図⚗のところで述べたような連携方法を用いることが重要になろう。なお、ERPやSAP R/3

を利用していくのであれば、前に述べたように、BCの管理機能を有した新たなモジュールを構築

し、また他のモジュールとの連携を図りながら、バイオマスチェーン環境会計データの収集・管理

が必要になろう。
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図⚑⚐　林間型バイオマスチェーンにおける環境会計データベースモデル
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Ⅴ　おわりに

　本稿では、既存の情報システムとの関係を考慮に入れて、企業の環境経営管理を支援するととも

に、当該企業内外の情報利用者への情報提供を効率的に行うためのEAISモデルを提示した。また、

欧州や日本の企業において現在導入されているモデルの比較分析を通じて、そのEAISを実現する

ために考慮すべき点を明らかにした。そして最後に、以上の議論と現在あるいは将来において欧州

や日本の企業が対応すべき環境法規制や環境保全事業の状況を考慮に入れた新たなEAISとして、

SCやBCにおけるシステムの必要性を述べた。

　欧州や日本におけるEAISについては、理論・実践の両レベルにおいて議論されてきている。し

かし、本稿で述べたEAISの導入はいまだ十分に行われていない。また、SCEAISについては、その

基礎となるサプライチェーン環境会計の議論が欧米において公表されているだけであり⚒⚔、そのシ

ステム化まではほとんど議論されていない。BCEAISの研究についてはSCEAISのような動きもほ

とんどないのが現状である。そのために、今後は、本稿で述べた見解に基づいて、特定の業種を対

象にしたEAISの実行可能性やSCEAISの展開可能性を検討する。また、BCEAISについては、とり

わけ日本各地で展開されている林間型バイオマス事業を対象にし、地域性も考慮しながらシステム

化の可能性を探っていく。

　また、現在、欧米や日本では企業を中心に、本稿で述べた経済面や環境面だけではなく、法令遵

守、労働安全衛生、情報セキュリティ等といった社会面への取り組みも加味した企業の社会的責任

（Corporate Social Responsibility: CSR）の活動が高まっている。なかでも、日本におけるCSR活動

は、現時点において企業単体だけではなく、SCを管理対象にした取り組みが展開されているケー

スも少なくない⚒⚕。また、企業によっては、自社のCSR活動を評価するための会計モデルも導入さ

れている。しかし、現時点では、CSR会計モデルをSCまで展開し、また、その情報システムを構築

するまでには至っていない。したがって、今後は、本稿での検討内容を参考にして、企業によるSC

のCSR活動を評価し、効率的な情報提供を可能にするCSR会計情報システムモデルあるいはCSR

会計データベースモデルについても検討していきたい。

⚒⚔ これについては次の文献を参照されたい。United States Environmental Protection Agency（EPA）, The 
Lean and Green Supply Chain : A Practical Guide for Materials Managers and Supply Chain Managers to 

Reduce Costs and Improve Environmental Performance, 2000. Seuring, S.,“Green Supply Chain Costing－
Joint Cost Management in Polyester Linings Supply Chain － ,”Greener Management International, Issue 33
（2001）, pp.71-80. Seuring, S.,“A Framework for Green Supply Chain Costing － A Fashion Industry Example － ,”
in Sarkis, J.（ed.）, Greener Manufacturing and Operations－From Design to Delivery and Back, Sheffield, 
Greenleaf Publishing, 2001. Seuring, S.,“Cost Management in the Textile Chain : Reducing Environmental 
Impacts and Costs for Green Products,”Bennett, M., P.M.Rikhardsson, and S.Shaltegger（eds.） , Environmental 
Management Accounting : Purpose and Progress, Kluwer Academic Publishers, 2003, pp.233-256.

⚒⚕ 日本企業におけるCSRサプライチェーンマネジメントのケースについては次の文献を参考にされたい。藤
井敏彦・海野みずえ『グローバルCSR調達－サプライチェーンマネジメントと企業の社会的責任－』日科技
連出版社、⚒⚐⚐⚖年。


